
第８期介護保険料（令和３～５年度）の素案について

保険料算定の基礎となる本市の推計

第１号被保険者数（65歳以上） 要介護認定者数

（令和元年度）

66,762人
（令和5年度）

72,307人

約5,500人増

介護サービス利用者数

（令和元年度）

46,936人
（令和5年度）

50,251人

約3,300人増

介護費用（3年間合計）

（平成30～令和2年度）

約2,900億円
（令和3～令和5年度）

約3,102億円

３年間の見込み（概算）

居宅サービス 施設サービス 地域支援事業 第1号被保険者の
負担割合

介護給付
準備基金

２３％

１２か月

介護報酬改定後の保険料見込み

６，４００円～６，９００円程度

〇〇〇〇円

３年間の第１号被保険者のべ人数

８７０，３３２人

【保険料の主な増加要因】

◆要介護認定者の大半を占める「後期高齢者」の増加

（認定者の87%が「後期高齢者」（令和元年度末時点））

◆給付費の増加に対して、それを支える第１号被保険者数の

伸びの鈍化

【保険料段階の考え方】

国が示している標準モデル(９段階)に対し、低所得

者層に最大限配慮した料率とするとともに、高所得者

層の負担が過重なものとならないよう、全体のバラン

スを考慮し、負担能力に応じたきめ細やかな保険料を

設定するため、課税層段階に１段階増設し、「１３段

階」とする。

【第８期保険料推計額の考え方】

◆国が現在検討している「介護報酬」の改定内容

（＊過去の介護報酬改定率：－２.３％～＋３.０％）

◆「介護給付準備基金(※)」の活用額

等により、今後、保険料額が変動することが考え

られるため、推計額に幅を持たせています。

（第7期）6,100円～ 6,500円程度

→（第8期）6,400円～ 6,900円程度

※「介護給付準備基金」は介護保険料

の剰余分を積み立てたものであり、

国の基本的な考え方に沿って、次期

保険料の上昇抑制のため、適切に

取り崩しを行います。

第８期介護保険料（案）設定イメージ

認定率
23.1％
→24.9％

認定者の約７割が
サービスを利用しています。

R3年度：290,984人
R4年度：289,998人
R5年度：289,350人

居宅サービス 1,756億円⇒ 1,886億円（7.4％UP）
施設サービス 843億円⇒ 896億円（6.3％UP)
地域支援事業 165億円⇒ 169億円（2.4％UP）

審査支払手数料、特定入所者介護サービス
費等給付額、高額介護サービス費等給付額、
及び高額医療合算介護サービス費等給付額は
除きます。

約202億円増

令和2年12月4日保健福祉局介護保険課

（単位：千円）

R3～R5
合計

R3～R5
合計

介護予防・生活支援
サービス事業

8,932,846
地域包括支援センター運
営事業

3,210,002

その他介護予防・生活
支援サービス事業

974,538 その他包括的支援事業 1,100,785

高齢者地域交流支援通
所事業

299,904 介護保険適正化事業 313,557

その他一般介護予防事業 608,777 その他任意事業 1,419,518

10,816,065 6,043,862
介護予防・日常生活
支援総合事業合計

包括的支援・任意事業合計
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＊報酬改定を反映し、
２月に金額を確定

＊保険料算定の基礎となる数値は国の
「地域包括ケア見える化システム」を
活用して推計したものです。

「地域包括ケア見える化システム」で
詳細を補正して１人あたりの保険料を算出

（令和元年度）

290,062人
（令和5年度）

289,350人

約700人減

前期高齢者(65～74歳)
138,862人

後期高齢者(75歳以上)
151,200人

前期高齢者(65～74歳)
127,746人

後期高齢者(75歳以上)
161,604人

約11,100人減

約10,400人増

▲０．０５

保険料率 0.45 0.7 0.9 1.0 1.1 1.15 1.2 1.25 1.5 1.8程度 2.1程度 2.15程度

年金収入等
80万円以下

年金収入等
80万円超

120万円以下

年金収入等
120万円超

年金収入等
80万円以下

年金収入等
80万円超

合計所得金額
80万円未満

合計所得金額
80万円以上
120万円未満

合計所得金額
120万円以上
160万円未満

合計所得金額
160万円以上
200万円未満

合計所得金額
200万円以上
300万円未満

合計所得金額
300万円以上
400万円未満

合計所得金額
400万円以上
600万円未満

合計所得金額
600万円以上

2,880 4,480 5,760 6,400 7,040 7,360 7,680 8,000 9,600 11,520 13,440 13,760
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

約3,110 4,830 6,210 6,900 7,590 約7,940 8,280 約8,630 10,350 12,420 14,490 約14,840

第6段階

(12.8%)
1.15

第13段階
(1.5%)

第12段階
(1.4%)

第11段階
(2.0%)

第10段階
(5.3%)

第９段階
(4.8%)

第８段階
(7.5%)

第７段階
(7.0%)

第６段階
(5 .8%)

第５段階
(9 .5%)

第４段階
(10.8%)

▲０．２５

第３段階
(9.5%)

本人が市民税課税
世帯全員が市民税非課税

世帯の中に
市民税課税者がいる

▲０．２

第２段階
(9.8%)

第１段階
(25.3%)

0.3

1,920
～
2,070

対象
範囲

生活保護
受給者等

本人が市民税非課税

第８期保険料
（月額：円）

基準額

【公費による保険料軽減】

◆消費税財源により、

第1段階0.5⇒0.3 

第2段階0.7⇒0.45  

第3段階0.75⇒0.7

増設

資料２


